
おはなしの時間 ～絵本の読み聞かせ～ だれでも参加できます
　毎週月曜日　11時15分～　※27日月はウクレレ歌あそび
オカリナの演奏会 だれでも参加できます
　 ３日金　10時30分~11時30分頃
グラウンドゴルフ 対象：小学生
　 ８日水　15時20分~16時20分　　
　定員10名程度 当日 15時～　
紙芝居 だれでも参加できます
　11日土　10時45分～
いっしょにあそぼう！ 対象：０歳から未就園児の親子
　16日木　10時30分~11時45分
おたのしみ工作期間 だれでも参加できます
　27日月～５月８日金
支援センター活動日 対象：０歳から未就園児の親子
　おひさま広場（川越町子育て支援センター）
　　 ７日火、28日火　10時30分~11時45分　
　ぽかぽか（ひばりこども園子育て支援センタースマイリー）
　　14日火、21日火　10時30分~11時45分

たまひよクラブ　　　4月開催はありません
出前保育　　　　　　4月開催はありません

昨年８月、株式会社ECOMMITと連携し、不用品の回収・選別・再流通を一貫し
て行う資源循環サービス「PASSTO（パスト）」の利用を開始しました。
皆様のご協力のおかげで、半年で約300kgの不用品を回収し、約250kgを国内

外へリユースすることができました。リユースできなかったものは、自動車用内
装材やウエスとしてリサイクルされました。
ご自宅に使わないけど、捨てるにはもったいない衣類・雑貨が

ありましたら、不用品回収専用BOXをご活用ください。
PASSTOについての詳細は、町ホームページをご覧ください。

問合せ先　生活環境課　℡３６６・７１６３

「ＰＡＳＳＴＯ」実績報告

↑
町ホームページ

役場１階に設置中！

春の全国交通安全運動 ４月６日（月）～15日（水）

４月10日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です
運動の重点
⒈ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
⒉ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
⒊ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

交差点では左右をしっかり確認し、
交通事故に遭わない・起こさないこ
とを意識して道路を通行しましょう。

ごみ出しルールを守ろう！

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌、紙類
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペットボトル

金物類、布類、ダンボール
牛乳パック、スプレー缶類
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子どものひろば ～4月の行事予定～

卓球デイ 対象：小・中・高校生
　 毎週土曜日　午前の部　 ９時15分~11時45分
　　　　 　　　午後の部　13時15分~16時45分
※いずれも時間内で15分交替　※都合により中止にする場合あり
紙芝居 だれでも参加できます
　11日土　10時～
みんなでドッジボールをしよう 対象：小学生
　22日水　15時30分~16時45分　定員20名 　　 15日水～
　※雨天の場合室内でドッジビーをします

絵本読み聞かせ　
　 ８日水　10時30分~11時　
ハーフバースデー撮影会 対象：6か月になったお子さん
　14日火　10時~11時　※予約制 受付中
4月生まれさんお誕生日手形とります!! （お誕生会ではありません）
 対象：未就園児 
　17日金、23日木　9時30分~11時30分 
　※予約制　　 随時　
にこにこ広場『こいのぼり工作』 対象：１歳半頃からのお子さん
　17日金　10時30分~11時　※予約制 ３日金～
身体測定
　22日水　10時~11時30分　※当日9時30分~11時受付
　持ち物：母子手帳、バスタオル
わいわい広場『足形で作ろう』
 対象：６ヵ月～１歳半頃までのお子さん
　23日木　10時30分~11時　※予約制 ９日木～

　「生活困窮者相談支援」と「成年後見制度中核機関」の機能を併せ持つ総合相談窓口を開設します。相
談内容に応じて関係機関と連携し必要な支援へつなぎます。ひとりで抱え込まず、まずは相談ください。
■こんな相談を受け付けます

仕事が見つからない、収入がなくなり生活ができない、家賃が払えない、親子で将来
に不安を抱えているなど、生活に不安を抱えている方の相談を受け付けます。
認知症や障害などにより判断能力が十分でない方の権利を守る「成年後見制度」の利用
を支援するための窓口です。制度について知りたい、認知症の親の財産管理が心配、家
庭裁判所への申立てを考えている、後見人の活動についてなどの相談を受け付けます。

■相談窓口　　生活・後見支援センター（川越町社会福祉協議会内）
川越町大字豊田一色３１４番地（いきいきセンター）
℡３６５・００２４
受付時間　午前８時30分～午後５時15分（土、日曜日、祝日、年末年始を除く）

世界自閉症啓発デー
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問 ひばりこども園
子育て支援センタースマイリー　℡３６５・３６２５

問 川越町子育て支援センター（つばめ児童館内）
℡３６６・０８００（月曜日～金曜日　９時～15時）

☆５月行事
毎週土曜日 卓球デイ、13日水 カプラの日、９日土 紙芝居
19日火 おやこであそぼ、20日水 つばめday！

休館日　日曜日、祝日
問 川越町おひさま児童館　℡３６１・１０７０

☆５月行事
 ９日土　紙芝居、13日水　グラウンドゴルフ
21日木　いっしょにあそぼう！

川越町おひさま児童館

つばめ
児童館内川越町子育て支援センター

川越町つばめ児童館

ひばり
こども園

＊対象：0歳から就学前まで＊

子育て支援センタースマイリー

＊対象：未就園児とその保護者＊

休館日　日曜日、祝日
問 川越町つばめ児童館　℡３６１・５６３６

＜お知らせ＞
★平日の９時30分～15時30分に園庭開放を行っています。
　※開放は園庭のみの利用となりますので、ご了承ください。
★予約制の行事の予約は、平日13時～16時です。予約される
方はこども園まで記入しに来て頂くか電話でお願いします。

　なお、予約開始日が休日・祝日の場合は翌日から予約が始ま
ります。
　※予約は自分のお子さんの分のみとなります。

川越町生活・後見支援センター開設

４月２日～８日は『発達障害啓発週間』
自閉症を知っていますか？
自閉スペクトラム症（自閉症）は、発達障害のひとつです。発達障害は、生まれつきの

脳の働き方の特性によるもので、そのあらわれ方は一人ひとり異なります。見た目から
は分かりにくいこともありますが、周囲の理解やちょっとした配慮があれば、安心して
過ごすことができます。互いの違いに思いを寄せ、支え合うことが、だれもが幸せに暮
らせる社会への一歩となります。

生活困窮者
相 談 支 援

成年後見制度
中 核 機 関
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